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共同漁業 

公示番号 免許番号 
漁業権者の氏名 

又は名称 
漁業権者の住所 

内共第１号 内共第１号 大入川漁業協同組合 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平３番地 

内共第２号 内共第２号 大入川漁業協同組合 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平３番地 

内共第３号 内共第３号 大入川漁業協同組合 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平３番地 

内共第４号 内共第４号 振草川漁業協同組合 北設楽郡東栄町大字本郷字杉田 12番地１ 

内共第５号 内共第５号 振草川漁業協同組合 北設楽郡東栄町大字本郷字杉田 12番地１ 

内共第６号 内共第６号 

豊川上漁業協同組合 

下豊川漁業協同組合 

寒狭川下漁業協同組合 

新城市庭野字八名井田 19番地の２ 

豊川市豊川町辺通 38 番地の４ 

新城市玖老勢字渡合２番地の２ 

内共第７号 内共第７号 
三輪川下漁業協同組合 

宇連川漁業協同組合 

新城市大野字小林 12 番地 

新城市名号字丹野 158 番地４ 

内共第８号 内共第８号 寒狭川下漁業協同組合 新城市玖老勢字渡合２番地の２ 

内共第９号 内共第９号 寒狭川中部漁業協同組合 新城市只持字中貝津 10番地１、10番地３ 

内共第 10 号 内共第 10 号 寒狭川上流漁業協同組合 北設楽郡設楽町清崎字五道９番地 

内共第 11 号 内共第 11 号 名倉川漁業協同組合 豊田市稲武町タヒラ１番の４番地 

内共第 12 号 内共第 12 号 名倉川漁業協同組合 豊田市稲武町タヒラ１番の４番地 

内共第 13 号 内共第 13 号 名倉川漁業協同組合 豊田市稲武町タヒラ１番の４番地 

内共第 14 号 内共第 14 号 矢作川漁業協同組合 豊田市平戸橋町波岩 87番地 

内共第 15 号 内共第 15 号 巴川漁業協同組合 豊田市足助町宮平 26 番地１ 

内共第 16 号 内共第 16 号 巴川漁業協同組合 豊田市足助町宮平 26 番地１ 

内共第 17 号 内共第 17 号 三河湖漁業協同組合 豊田市羽布町鬼ノ平１番地 16 

内共第 18 号 内共第 18 号 岡崎市漁業協同組合 岡崎市十王町二丁目９番地 

内共第 19 号 内共第 19 号 男川漁業協同組合 岡崎市樫山町字八ツ田２番地３ 

内共第 20 号 内共第 20 号 油ケ渕漁業協同組合 碧南市油渕町四丁目４番地 

内共第 21 号 内共第 21 号 立田漁業協同組合 愛西市立田町富安 75 番地１ 

区画漁業 

公示番号 免許番号 
漁業権者の氏名 

又は名称 
漁業権者の住所 

内区第１号 内区第１号 
山田正孝 

小坂井謙 

愛西市大井町石池 328 番地 

弥富市馬ケ地三丁目 43番地 

内区第２号 内区第２号 

太田安幸 

太田安紀 

太田啓介 

海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西２番地１ 

海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東 33 番地 

愛知県江南市古知野町大塔 12番地 



内水面漁場計画 

 

１ 公示番号 

  別表１（共同漁業）及び別表２（区画漁業）の公示番号の欄のとおり 

 

２ 漁場の位置 

  別表１（共同漁業）及び別表２（区画漁業）の漁場の位置の欄のとおり 

 

３ 漁場の区域 

  別表１（共同漁業）及び別表２（区画漁業）の漁場の区域の欄のとおり 

 

４ 漁業の種類 

別表１（共同漁業）及び別表２（区画漁業）の漁業の種類の欄のとおり 

 

５ 漁業時期 

  １月１日から１２月３１日まで 

 

６ 存続期間 

(1) 共同漁業 

   令和６年１月１日から令和１５年１２月３１日まで 

(2) 区画漁業 

   令和６年１月１日から令和１０年１２月３１日まで 

 

７ 区画漁業権における個別漁業権又は団体漁業権の別 

  個別漁業権 

 

８ 関係地区 

別表１（共同漁業）の関係地区の欄のとおり 

 

９ その他漁業権の設定に関し必要な事項 

(1) 共同漁業 

   内共第１号、内共第７号、内共第１３号及び内共第１７号については、

人造湖を構築した目的を達するための必要な行為に対しては、これを拒ん

ではならない。 

(2) 区画漁業 

   農業生産に著しく支障を及ぼす行為をしてはならない。 

 



別表１　共同漁業

公示番号 漁場の位置 漁場の区域 関係地区

内共第１号 北設楽郡豊根村、設
楽町（大入川、古町
川、油戸川、五六上
川、井口川、坂宇場
川、横平川、赤芝
川、猪古里川、萱ノ
平川、間当川、大沢
川、小田川、古真立
川、牧ノ嶋川、奥山
川、間黒川、新豊根
ダム）

大入川　（北設楽郡設楽町津具字中川原１８－２、油戸川と古町川の合流点から下流の新豊根ダム合流点に至る間）
古町川　（北設楽郡設楽町津具字勢切原、本沢川と井口川との合流点から下流の大入川合流点に至る間）
油戸川　（北設楽郡設楽町津具字通沢１－１、通沢橋下流端から下流の大入川合流点に至る間）
五六上川　（北設楽郡設楽町津具字北向１２－１３、柿の本橋下流端から下流の大入川合流点に至る間）
井口川　（北設楽郡設楽町津具字勢切原、井口小橋下流端から下流の古町川合流点に至る間）
坂宇場川　（北設楽郡豊根村坂宇場字御所平６８、横平川と赤芝川との合流点から下流の大入川合流点に至る間）
横平川　（北設楽郡豊根村坂宇場字横平１０、横平橋下流端から下流の坂宇場川合流点に至る間）
赤芝川　（北設楽郡豊根村坂宇場字御所平７０－４９、岩葺川との合流点から下流の坂宇場川合流点に至る間）
猪古里川　（北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里、猪古里橋下流端から下流の坂宇場川合流点に至る間）
萱ノ平川　（北設楽郡豊根村坂宇場字萱ノ平１－９７、津具沢合流点から下流の坂宇場川合流点に至る間）
間当川　（北設楽郡豊根村上黒川字貝込３５－７、宇連簡易水道低圧配水池下流３０メートルの点から下流の坂宇場川合流
点に至る間）
大沢川　（北設楽郡豊根村上黒川字花横１－３、踊場橋下流端から下流の大入川合流点に至る間）
小田川　（北設楽郡豊根村下黒川字浅草、桐沢合流点下流端から下流の新豊根ダム合流点に至る間）
古真立川　（北設楽郡豊根村三沢字平附１、舟ノ沢川と牧ノ嶋川との合流点から下流の新豊根ダム合流点に至る間）
牧ノ嶋川　（北設楽郡豊根村三沢字矢立山３０－３、牧ノ嶋川砂防ダムえん堤下流端から下流の古真立川合流点に至る間）
奥山川　（北設楽郡豊根村三沢字大草代１４－３、奥山川砂防ダムえん堤下流端から下流の古真立川合流点に至る間）
間黒川　（北設楽郡豊根村下黒川字上畑３２－２、向橋下流端から下流の古真立川合流点に至る間）
新豊根ダム　（北設楽郡豊根村新豊根えん堤上流端から上流の下黒川字下々大入川合流点及び古真立字八森古真立川
合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業（新豊根ダムを
除く。）
あまご（あめのうお）漁業
にじます漁業
うなぎ漁業

北設楽郡豊根村、設楽町
津具

内共第２号 北設楽郡豊根村(漆
島川)

漆島川　（北設楽郡豊根村富山字大沼４４－２、大沼橋下流端から下流の字平沢、熊打橋下流端に至る間） 第５種共同漁業 あまご（あめのうお）漁業 北設楽郡豊根村、設楽町
津具

内共第３号 北設楽郡豊根村（井
戸川）

井戸川　（北設楽郡豊根村富山字西又１、西又沢と東又沢との合流点から下流の字兎鹿平、井戸川橋下流端に至る間） 第５種共同漁業 あまご（あめのうお）漁業 北設楽郡豊根村、設楽町
津具

内共第４号 北設楽郡東栄町、設
楽町（大千瀬川、御
殿川、鴨山川、足込
川、西薗目川、東薗
目川、大入川）

大千瀬川　（北設楽郡東栄町大字振草字上粟代涛々山５、同道取水えん堤下流端から下流の愛知県と静岡県との県境に
至る間）
御殿川　（北設楽郡設楽町神田字向山６、すずかた橋下流端から下流の大千瀬川合流点に至る間）
鴨山川　（北設楽郡東栄町大字振草字古戸栗島、界川合流点から下流の大千瀬川合流点に至る間）
足込川　（北設楽郡東栄町大字足込字右沢、大久名橋下流端から下流の大千瀬川合流点に至る間）
西薗目川　（北設楽郡東栄町大字西薗目字沢上、一の瀬橋下流端から下流の大千瀬川合流点に至る間）
東薗目川　（北設楽郡東栄町大字東薗目字向平、笹川合流点から下流の大千瀬川合流点に至る間）
大入川　（北設楽郡東栄町大字東薗目字猪子井戸２－１、布滝沢合流点から下流の大千瀬川合流点に至る愛知県区域）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

北設楽郡東栄町

内共第５号 北設楽郡東栄町(奈
根川)

奈根川　（北設楽郡東栄町大字奈根字中在家、水道取水ダムえん堤下流端から下流の静岡県相川との合流点に至る愛知
県区域）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

北設楽郡東栄町

漁業の種類
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公示番号 漁場の位置 漁場の区域 関係地区漁業の種類

内共第６号 豊橋市、豊川市、新
城市（豊川、神田
川、間川、宇利川、
野田川、大入川、宇
連川、黄柳川）

豊川　（新城市横川、中部電力長篠発電所えん堤下流端から下流の豊橋市吉田大橋上流端に至る間）
神田川　（豊橋市嵩山町字岩本、長彦川合流点から下流の豊川合流点に至る間）
間川　（豊橋市石巻西川町、安川合流点から下流の豊川合流点に至る間）
宇利川　（新城市中宇利字高田、門前橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
野田川　（新城市野田、野田橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
大入川　（新城市吉川字中山、常盤橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
宇連川　（新城市大野、大野頭首工下流端から下流の豊川合流点に至る間）
黄柳川　（新城市黄柳野字神矢田､多利野橋下流端から下流の宇連川合流点に至る間)

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
こい漁業
ふな漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うぐい漁業
うなぎ漁業
てながえび漁業（三上橋
下流端から下流に限る。）

豊橋市、豊川市（平成２０
年１月１４日における旧宝
飯郡音羽町及び御津町
の区域を除く。）、新城市
（平成１７年９月３０日にお
ける旧南設楽郡鳳来町及
び作手村の区域を除
く。）、新城市上吉田、下
吉田、乗本、長篠、玖老
勢、門谷、海老、布里字
小松、只持字小松、副
川、大野、富栄、豊岡、井
代、睦平、細川、富保、竹
の輪、黄柳野

内共第７号 新城市、北設楽郡設
楽町（宇連川、鳳来
湖、阿寺川、真立
川、槇原川、大島
川、大島ダム、亀渕
川、黒沢川、砥石
川、栃ノ木沢川）

基点第１号　新城市池場字亀渕８、作業道亀渕団地線無名橋下の漁業権標柱（左岸）
基点第１－１号　新城市池場字亀渕８、作業道亀渕団地線無名橋下の漁業権標柱（右岸）
基点第２号　新城市川合字椎代１－２、国有林払下げ記念碑横漁業権標柱（左岸）
基点第２－１号　新城市川合字椎代１－２、国有林払下げ記念碑の栃ノ木沢川対岸漁業権標柱（右岸）
宇連川及び鳳来湖（北設楽郡設楽町川合字長ゾレ５－１、丸天橋下流端から下流の新城市大野、大野頭首工上流端に至
る間）
阿寺川　（新城市下吉田、宮下橋下流端から下流の宇連川合流点に至る間）
真立川　（新城市睦平、宮前橋下流端から下流の宇連川合流点に至る間）
槇原川　（新城市豊岡、槇原本谷川合流点から下流の宇連川合流点に至る間）
大島川及び大島ダム　（新城市七郷一色字西六田沢、夏明橋下流端から下流の宇連川合流点に至る間)
亀渕川　（基点第1号と基点第１－１号を結んだ線から下流の宇連川合流点に至る間）
黒沢川　（新城市七郷一色字黒沢１３７－１、黒沢橋下流端から下流の大島ダム合流点に至る間）
砥石川　（新城市川合字椎代1、川合第２号橋下流端から下流の鳳来湖合流点に至る間）
栃ノ木沢川　（基点第２号と基点第２－１号を結んだ線から下流の鳳来湖合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
こい漁業
ふな漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

新城市大野、富栄、豊
岡、井代、睦平、細川、下
吉田、能登瀬、名越、名
号、七郷一色、川合、池
場、北設楽郡設楽町川合
字宇連

内共第８号 新城市（豊川、音為
川、海老川、谷川）

豊川　（新城市布里、中部電力布里発電所えん堤下流端から下流の新城市横川、中部電力長篠発電所えん堤上流端に至
る間）
音為川　（新城市門谷、分垂橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
海老川　（新城市海老字奴田畑、稲目川合流点から下流の豊川合流点に至る間）
谷川　（新城市海老、川売えん堤から下流の海老川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
こい漁業
ふな漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

新城市有海、大海、出
沢、横川、浅谷、須長、緑
が丘、長篠、玖老勢、門
谷、海老、布理字小松、
只持字小松、副川、富保
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公示番号 漁場の位置 漁場の区域 関係地区漁業の種類

内共第９号 新城市（豊川、巴
川、中須曽川、宮
川、和田川、野登木
川、赤羽根川、小林
川、弓木沢川、田代
川、白石川、岩波
川、木和田川、島田
川［一級河川］、上
島田川、大血沢川、
西栃沢川、東栃沢
川、峯川）

基点第３号　新城市愛郷字奥林、大輪橋右岸下流端（右岸）
基点第４号　新城市作手保永字中山４８－１、国道３０１号線と接する和田川下流端（左岸）
基点第４－１号　新城市作手保永字中山４８－１、国道３０１号線と接する和田川下流端の対岸漁業権標柱（右岸）
基点第６号　新城市作手荒原字雁峰１－３１３、作鳳橋上流１，５００メ－トルの漁業権標柱（左岸）
基点第６－１号　新城市作手荒原字雁峰１－３１３、作鳳橋上流１，５００メ－トルの漁業権標柱（右岸）
ア　基点第３号から１３３度の線と左岸との交点
豊川　（基点第３号とアを結んだ線から下流の新城市布里、中部電力布里発電所えん堤上流端に至る間）
巴川　（新城市作手白鳥字小田前、相月川合流点から下流の豊川合流点に至る間）
中須曽川　（新城市作手保永字布路６０－１、国道３０１号線交差下流端から巴川合流点に至る間）
宮川　（新城市作手保永、向山下橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
和田川　（基点第４号と基点第４－１号を結んだ線から下流の巴川合流点に至る間）
野登木川　（新城市作手杉平字谷名ケ入３０、不動滝直下の上流端から下流の巴川合流点に至る間）
赤羽根川　（新城市作手高松字松バ沢３－１、無名橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
小林川　（新城市作手高松字井ノ口３－３、市道交差下流端から下流の巴川合流点に至る間）
弓木沢川　（新城市作手高松字弓木沢３０、治山えん堤下流端から下流の巴川合流点に至る間）
田代川　（新城市作手田代字柳橋５３－９、谷橋から下流の巴川合流点に至る間）
白石川　（新城市塩瀬字山中１、山中橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
岩波川　（新城市作手岩波、前川橋下流端から下流の一級河川島田川に至る間）
木和田川　（新城市作手木和田字サギ１－２、木和田地区用水施設下流端から下流の一級河川島田川合流点に至る間）
島田川［一級河川］　（新城市作手木和田字カナクソ、木和田川合流点から下流の巴川合流点に至る間）
上島田川　（新城市愛郷字柿平１９、柿平橋下流端から下流の一級河川島田川合流点に至る間）
大血沢川　（新城市一色字川原３５、鳳来西小学校水道取水えん堤下流端から下流の巴川合流点に至る間）
西栃沢川　（基点第６号と基点第６－１号を結んだ線から下流の東栃沢川合流点に至る間）
東栃沢川　（新城市作手荒原字雁峰１－９－１、三丈の滝直下の上流端から下流の巴川合流点に至る間）
峯川　（新城市愛郷字鍵穴３３－３、水野口橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
こい漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

新城市布里（字小松を除
く。）、只持（字小松を除
く。）、中島、連合、一色、
塩瀬、愛郷、作手大和
田、作手高松、作手杉
平、作手保永、作手木和
田、作手岩波、作手田
代、作手白鳥、作手鴨ヶ
谷、作手清岳、作手荒原

内共第１０号 北設楽郡設楽町、新
城市（豊川、当貝津
川、団子島川、栗島
川、呼間川、野々瀬
川、椹尾川、境川、
タコウズ川、澄川、
本谷川）

基点第３号　新城市愛郷字奥林、大輪橋右岸下流端（右岸）
基点第７号　北設楽郡設楽町田峯字段戸１－１３、国有林と区有林の境界漁業権標柱（左岸）
基点第７－１号　北設楽郡設楽町田峯字段戸１－１３、国有林と区有林の境界漁業権標柱(右岸)
基点第８号　北設楽郡設楽町東納庫字本谷口、国有林と民有林の境界漁業権標柱（左岸)
基点第８－１号　北設楽郡設楽町東納庫字本谷口、国有林と民有林の境界漁業権標柱（右岸)
ア　基点第３号から１３３度の線と左岸との交点
豊川　（北設楽郡設楽町東納庫字スミ川口、澄川と本谷川の合流点から下流の基点第３号とアを結んだ線に至る間）
当貝津川　（北設楽郡設楽町豊邦、藤立橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
団子島川　（基点第７号と第７－１号を結んだ線から下流の当貝津川合流点に至る間）
栗島川　（北設楽郡設楽町田峯字野平、バラゴ橋下流端から下流の当貝津川合流点に至る間）
呼間川　（北設楽郡設楽町松戸字キヒウ、キヒウ橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
野々瀬川　（北設楽郡設楽町清崎字野々瀬、塩津橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
椹尾川　（北設楽郡設楽町椹尾、一の瀬橋下流端から下流の豊川合流点に至る間）
境川　（北設楽郡設楽町八橋字知生、大野橋下流端１００メートル下流のえん堤下流端から下流の豊川合流点に至る間）
タコウズ川　（北設楽郡設楽町大野、大野山下、二又出合から下流の境川合流点に至る間）
澄川　（北設楽郡設楽町東納庫字スミ川口、山ノ神橋下流端から豊川合流点に至る間）
本谷川　（基点第８号と基点第８－１号を結んだ線から下流の豊川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
にじます漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

北設楽郡設楽町（津具、
神田、平山、川合、西納
庫、東納庫（字岩タケ、本
谷口、スミ川口、岩クラを
除く。）、川向字平畑、タラ
ノ木、縄手下、下市バク
チ、中市場口、上市バク
チ、法花城を除く。）
新城市連合字ヨラキ、連
合字南前、作手守義

3



公示番号 漁場の位置 漁場の区域 関係地区漁業の種類

内共第１１号 豊田市、北設楽郡設
楽町（名倉川、黒田
川、井山川、本洞
川、市之瀬川）

名倉川　（北設楽郡設楽町川向字市場口２３－１、市場口橋から下流の矢作川合流点に至る間）
黒田川　（北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原、第９号橋下流端から下流の黒田湖を通り名倉川合流点に至る間）
井山川　（豊田市稲武町横川入１－３０、滝ケ洞林道橋下流端から下流の名倉川合流点に至る間）
本洞川　（北設楽郡設楽町西納庫字ワゴ、横萩川との合流点から下流の名倉川合流点に至る間）
市之瀬川　（北設楽郡設楽町東納庫字薮下、市之瀬４号橋下流端から下流の名倉川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
にじます漁業
うぐい漁業
うなぎ漁業

豊田市稲武町、中当町、
夏焼町、野入町、大野瀬
町、押山町、武節町、桑
原町、御所貝津町、川手
町、黒田町、小田木町、
富永町、大多賀町、連谷
町、明川町、平沢町、千
田町、五反田町、上八木
町、田津原町、坪崎町、
日下部町、旭八幡町、余
平町、小滝野町、牛地町
明ケ沢、前林、北設楽郡
設楽町東納庫（字スミ川
口、本谷口、岩タケ、岩ク
ラを除く。）、西納庫、川向
字平畑、タラノ木、縄手
下、下市バクチ、中市場
口、上市バクチ、法花城、
田峯字裏谷、段戸

内共第１２号 豊田市（矢作川、野
入川、木地山川）

基点第９号　岐阜県恵那市上矢作町小田子字中屋地内の岐阜・愛知県境標識（右岸）
ア　基点第９号から２７１度の線と矢作川左岸との交点
矢作川　（豊田市大野瀬町タシロ、愛知県と長野県との県境から下流の基点第９号とアを結んだ線に至る間）
野入川　（豊田市野入町、野入川砂防えん堤下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
木地山川　（豊田市野入町木地山、木地山上橋下流端から下流の野入川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
にじます漁業
うぐい漁業
うなぎ漁業

豊田市稲武町、中当町、
夏焼町、野入町、大野瀬
町、押山町、武節町、桑
原町、御所貝津町、川手
町、黒田町、小田木町、
富永町、大多賀町、連谷
町、明川町、平沢町、千
田町、五反田町、上八木
町、田津原町、坪崎町、
日下部町、旭八幡町、余
平町、小滝野町、牛地町
明ケ沢、前林、北設楽郡
設楽町東納庫（字スミ川
口、本谷口、岩タケ、岩ク
ラを除く。）、西納庫、川向
字平畑、タラノ木、縄手
下、下市バクチ、中市場
口、上市バクチ、法花城、
田峯字裏谷、段戸

4



公示番号 漁場の位置 漁場の区域 関係地区漁業の種類

内共第１３号 豊田市、北設楽郡設
楽町（段戸川、小田
木川）

段戸川　（北設楽郡設楽町田峯字裏谷１０８、坂下橋下流端から下流の豊田市小滝野町、旭大橋上流端に至る間）
小田木川　（北設楽郡設楽町田峯字段戸１、井戸沢２号橋から下流の段戸川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業（矢作ダム湛水
区域を除く。）
あまご（あめのうお）漁業
にじます漁業
こい漁業
ふな漁業
うなぎ漁業

豊田市稲武町、中当町、
夏焼町、野入町、大野瀬
町、押山町、武節町、桑
原町、御所貝津町、川手
町、黒田町、小田木町、
富永町、大多賀町、連谷
町、明川町、平沢町、千
田町、五反田町、上八木
町、田津原町、坪崎町、
日下部町、旭八幡町、余
平町、小滝野町、牛地町
明ケ沢、前林、北設楽郡
設楽町東納庫（字スミ川
口、本谷口、岩タケ、岩ク
ラを除く。）、西納庫、川向
字平畑、タラノ木、縄手
下、下市バクチ、中市場
口、上市バクチ、法花城、
田峯字裏谷、段戸

内共第１４号 岡崎市、豊田市（矢
作川、籠川、御船
川、飯野川、犬伏
川、木瀬川、阿摺
川、田代川、介木
川、阿妻川）

矢作川　（豊田市浅谷町土場、寿橋上流端から下流の岡崎市岩津町、天神橋上流端に至る間）
籠川　（豊田市加納町、東橋下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
御船川　（豊田市西中山町、猿藤橋下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
飯野川　（豊田市藤岡飯野町、飯野橋下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
犬伏川　（豊田市北篠平町、旧小原電燈発電所えん堤下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
木瀬川　（豊田市木瀬町、蔵戸橋下流端から下流の犬伏川合流点に至る間）
阿摺川　（豊田市加塩町、加塩橋下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
田代川　（豊田市上仁木町、上仁木橋下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
介木川　（豊田市槙本町道下９、日下部川合流点から下流の矢作川合流点に至る間）
阿妻川　（愛知県と岐阜県の県境から下流の矢作川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
うなぎ漁業

岡崎市岩津町、細川町、
桑原町、豊田市（平成１７
年３月３１日における旧東
加茂郡足助町、下山村及
び稲武町の区域を除
く。）、豊田市月原町、東
渡合町、御蔵町、実栗
町、小町、大河原町、大
蔵町、摺町、葛町、中立
町、小手沢町、西樫尾
町、上切山町、大塚町、
栃ノ沢町、塩ノ沢町

5



公示番号 漁場の位置 漁場の区域 関係地区漁業の種類

内共第１５号 豊田市、岡崎市（巴
川、滝川、仁王川、
菅生川、郡界川、足
助川、怒田沢川、神
越川、金蔵連川、田
尻川、大見川、野原
川、宇連野川、大桑
川）

巴川　（豊田市羽布町、羽布ダムえん堤下流端から下流の矢作川合流点に至る間）
滝川　（豊田市林添町井ノ向、宮下橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
仁王川　（豊田市坂上町日向、日明橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
菅生川　（豊田市ニタ宮町横畑、かみだ橋下流端から下流の足助川合流点に至る間）
郡界川　（豊田市花沢町、花山橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
足助川　（豊田市上八木町百々、百々橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
怒田沢川　（豊田市怒田沢町、なしのたいら橋下流端から下流の足助川合流点に至る間）
神越川　（豊田市御内町、金蔵連川と田尻川との合流点から下流の巴川合流点に至る間）
金蔵連川　（豊田市御内町、奥山橋下流端から下流の神越川合流点に至る間）
田尻川　（豊田市御内町、日の出橋下流端から下流の神越川合流点に至る間）
大見川　（豊田市東大林町、滝尻橋下流端から下流の神越川合流点に至る間）
野原川　（豊田市阿蔵町、石原橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）
宇連野川　（豊田市宇連野町、嬉野橋下流端から下流の野原川合流点に至る間）
大桑川　（豊田市黒坂町、郡界橋下流端から下流の巴川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
にじます漁業
こい漁業
ふな漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うぐい漁業
うなぎ漁業

豊田市（平成１７年３月３
１日における旧東加茂郡
足助町及び下山村の区
域に限る。）、豊田市幸海
町、幸穂台、穂積町、松
平志賀町、岩倉町、巴
町、九久平町、鵜ケ瀬
町、中垣内町、桂野町、
加茂川町、滝脇町、長沢
町、林添町、大内町、鍋
田町、王滝町、石楠町、
豊松町、坂上町、松平
町、古瀬間町、志賀町、
喜多町、昭和町、若宮
町、平芝町、矢並町、五
ケ丘、大見町、琴平町、
渡合町、岡崎市岩津町、
鴨田町、井田町、伊賀
町、能見町、本町通、康
生町、明大寺町、伝馬
通、新城市作手善夫、作
手田原

内共第１６号 新城市（巴川） 巴川　（新城市作手田原字朴木橋３３－４、界橋下流端から下流の作手黒瀬字浦山、恵帽子橋下流端に至る間） 第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
おいかわ（しらはえ）漁業

豊田市（平成１７年３月３
１日における旧東加茂郡
足助町及び下山村の区
域に限る。）、豊田市幸海
町、幸穂台、穂積町、松
平志賀町、岩倉町、巴
町、九久平町、鵜ケ瀬
町、中垣内町、桂野町、
加茂川町、滝脇町、長沢
町、林添町、大内町、鍋
田町、王滝町、石楠町、
豊松町、坂上町、松平
町、古瀬間町、志賀町、
喜多町、昭和町、若宮
町、平芝町、矢並町、五
ケ丘、大見町、琴平町、
渡合町、岡崎市岩津町、
鴨田町、井田町、伊賀
町、能見町、本町通、康
生町、明大寺町、伝馬
通、新城市作手善夫、作
手田原

内共第１７号 豊田市、新城市（三
河湖（巴川）、根山
川）

三河湖（巴川）　（新城市作手黒瀬字浦山、恵帽子橋下流端から下流の豊田市羽布町、羽布ダムえん堤上流端に至る間）
根山川　（豊田市羽布町鬼ノ平１－１８３、根池ノ沢との合流点から下流の三河湖合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

にじます漁業
こい漁業
ふな漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うぐい漁業

豊田市羽布町
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公示番号 漁場の位置 漁場の区域 関係地区漁業の種類

内共第１８号 岡崎市（乙川） 基点第１２号　岡崎市生平町、通称坊主岩頂（左岸）
基点第１３号　岡崎市六名町今御堂、占部用水取水口西端（右岸）
ア　基点第１２号から３３８度５０分の線と右岸との交点
イ　基点第１３号から１４３度５０分の線と左岸との交点
乙川　（基点第１２号とアを結んだ線から下流の基点第１３号とイを結んだ線に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
こい漁業
ふな漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

岡崎市（平成１７年１２月
３１日における旧額田郡
額田町の区域を除く。）

内共第１９号 岡崎市（乙川、大高
味川、大法川、男
川、青木川、夏山
川、鹿勝川、鳥川、
乙女川、河原川、雨
山川、庄野川、田原
坂川、保久川、毛呂
川）

基点第１２号　岡崎市生平町、通称坊主岩頂（左岸）
ア　基点第１２号から３３８度５０分の線と右岸との交点
乙川　（岡崎市千万町町字郷家、前田橋下流端から下流の基点第１２号とアを結んだ線に至る間）
大高味川　（岡崎市南大須町、宮本橋下流端から下流の乙川合流点に至る間）
大法川　（岡崎市井沢町、横根橋下流端から下流の乙川合流点に至る間）
男川　（岡崎市石原町字闇苅、一膳飯休憩所前の橋下流端から下流の乙川合流点に至る間）
青木川　（岡崎市大幡町、前川との合流点から下流の男川合流点に至る間）
夏山川　（岡崎市夏山町、八幡橋下流端から下流の男川合流点に至る間）
鹿勝川　（岡崎市牧平町、平芝橋下流端から下流の男川合流点に至る間）
鳥川　（岡崎市鳥川町、宮前橋下流端から下流の男川合流点に至る間）
乙女川　（岡崎市大代町、西側橋下流端から下流の男川合流点に至る間）
河原川　（岡崎市東河原町字田貝津､田貝津橋下流端から下流の乙女川合流点に至る間)
雨山川　（岡崎市雨山町、栗田橋下流端から下流の乙女川合流点に至る間）
庄野川　（岡崎市宮崎町、庄野川えん堤下流端から下流の男川合流点に至る間）
田原坂川　（岡崎市石原町、上辻橋下流端から下流の男川合流点に至る間）
保久川　（岡崎市中伊町字白沢、中橋下流端から下流の乙川合流点に至る間）
毛呂川　（岡崎市毛呂町字仲田、仲田橋下流端から下流の乙川合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

あゆ漁業
あまご（あめのうお）漁業
こい漁業
おいかわ（しらはえ）漁業
うなぎ漁業

岡崎市須淵町、岩戸町、
才栗町、茅原沢町、生平
町、秦梨町、蓬生町、古
部町、切越町、切山町、
小久田町、井沢町、桜形
町、鍛埜町、南大須町、
大高味町、毛呂町、宮崎
町、木下町、千万町町、
石原町、明見町、中金
町、東河原町、雨山町、
大代町、桜井寺町、下衣
文町、樫山町、牧平町、
鹿勝川町、細光町、鳥川
町、滝尻町、片寄町、淡
渕町、夏山町、中伊町、
中伊西町、保久町、冨尾
町、外山町、一色町

内共第２０号 碧南市、安城市（油
ケ淵、高浜川、新
川、半場川）

基点第１４号　碧南市湖西町５丁目１２９基標
基点第１５号　安城市東端町神子塚８７－１基標
油ケ淵　（基点第１４号と基点第１５号を結ぶ線と平行に南へ５０メートル移動した線から南の油ケ淵の区域）
高浜川　（油ケ淵との合流点から下流の碧南市丸山町２丁目、坂上橋上流端に至る間）
新川　（油ケ淵との合流点から下流の碧南市新道町１丁目１０５、水門上流端に至る間）
半場川　（安城市根崎町壱町掛、内浜橋下流端から下流の油ケ淵合流点に至る間）

第５種共同漁業
第５種共同漁業
第５種共同漁業

こい漁業
ふな漁業
うなぎ漁業

碧南市、安城市

内共第２１号 愛西市（鵜戸川） 鵜戸川　（愛西市早尾町立切、鵜戸川橋下流端から下流の森川町、立田輪中逆水止樋門上流端に至る間） 第５種共同漁業 ふな漁業 愛西市石田町、宮地町、
早尾町、下一色町、四会
町、新右エ門新田町、戸
倉町、葛木町、後江町、
三和町、小茂井町、山路
町、森川町、立田町、福
原新田町、雀ケ森町
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別表２　区画漁業

公示番号 漁場の位置 漁場の区域

内区第１号 海部郡蟹江町、愛西市、弥富市 善太川（愛西市大井町、愛西市市道３０９３号線海用橋下流端から蟹江町大字新千秋、善太第３排水機場上流端まで） 第２種区画漁業
第２種区画漁業

ふな養殖業
もろこ養殖業

内区第２号 海部郡蟹江町、津島市 佐屋川（海部郡蟹江町北新田一丁目地内旧水門下流端から大字蟹江新田字吉左ヱ門裏、蟹江大澪排水機場上流端まで） 第１種区画漁業
第２種区画漁業
第２種区画漁業
第２種区画漁業

ふな小割式養殖業
ぼら養殖業
こい養殖業
ふな養殖業

漁業の種類
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